
取締役及び執行役員の報酬の一部返上について

一連のネットワーク障害と、通信の秘密および個人情報の漏洩に関して責任を明確にするため、
取締役報酬および執行役員報酬の一部を返上いたします。

・代表取締役社長 山田 隆持 月額報酬の２０％ × ３ヶ月

・代表取締役副社長 辻村 清行 月額報酬の１０％ × ３ヶ月

・代表取締役副社長 鈴木 正俊 月額報酬の１０％ × ３ヶ月

・代表取締役副社長 松井 浩 月額報酬の１０％ × ３ヶ月

・取締役常務執行役員 岩﨑 文夫 月額報酬の１０％ × ３ヶ月

・執行役員 澤田 寛 月額報酬の１０％ × ３ヶ月
（サービスプラットフォーム部長）
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